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電子契約を導入します 

 
 

 

１ 電子契約とは 

  電子契約とは、「紙＋印鑑」による従来の契約締結に代わり、「電子文書＋電子署名」で締

結する契約です。紙の契約における印鑑を、電子署名と呼ばれる仕組みに置き換え、紙と同

等の効力を持たせてセキュリティ性を担保します。 

  また、本市と電子契約を締結する相手方は、インターネット環境と電子メールアドレスが

あれば利用可能です。費用の負担もありません。 

 

２ 電子契約の対象 

  １０月以降に電子入札システムにより指名通知をする建設工事及び設計・測量・建設コン

サルタント等業務の契約を対象とします。今年度の想定対象件数は、１０件程度を見込んで

います。 

  なお、対象の契約であっても契約の相手方が希望する場合は、これまで同様に紙の契約書

で対応します。 

 

３ 事業者への説明会 

  契約の相手方となることが想定される事業者を対象に、次のとおり説明会を実施します。 

  ・日 時：９月２６日（火） １３時３０分～、１５時３０分～ 

  ・場 所：メディアス体育館ちた ２階大会議室 

  ・その他：説明会は、Ｚｏｏｍにより参加することも可能です。（Ｚｏｏｍによる参加者

数には上限があります。） 

       また、説明会の映像を後日、市ホームページにおいて公開する予定です。 

財政課 
担当：契約・管財チーム 松村 

（０５６２－３６－２６３２） 

契約事務のデジタル化を推進し、業務の効率化及び事業者の利便性向上のため、電子契
約を導入し、運用を開始します。 


